
   皆野町同窓会補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、皆野町同窓会補助金（以下「補助金」という。）を交付する

ことについて、皆野町補助金等の交付手続等に関する規則（令和３年皆野町規則

第１０号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 この要綱は、町内で開催される同窓会に要する経費の一部について、予算

の範囲内で補助金を交付することにより、町外に転出した人が地域に戻ってくる

きっかけを作り、同窓会開催を通した交流促進、関係人口発掘、郷土愛の醸成を

図ることを目的とする。 

（定義） 

第３条 この要綱において「同窓会」とは、皆野町内の小学校又は中学校の卒業生

で行う親睦会をいう。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象者は、同窓会の主催者とする。 

（補助要件） 

第５条 補助金の交付の対象となる同窓会は、次の各号に掲げるいずれにも該当す

るものとする。 

(1) 町内の飲食店等で開催すること。 

(2) 同窓会の出席者が２０人以上で開催されるもので、出席者の１０人以上が

町外に住所を有する者であること。 

(3) 開催日の属する年度の４月２日から翌年の４月１日までの間に達する出席

者の年齢が２５歳から４０歳までであること。 

(4) 主催者は出席者に対し、町が提供するパンフレット等の配布及び周知を行

うこと。 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 同窓会の開催案内に係る経費 

(2) 同窓会の会場代及び飲食等に要する経費 



(3) その他町長が特に必要と認めるもの 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、町外に住所を有する出席者の数に２，０００円を乗じて得

た額及び町内に住所を有する出席者の数に１，０００円を乗じて得た額の合計額

とし、５０，０００円を限度とする。ただし、同窓会に係る経費が当該合計額に

満たないときは、同窓会の支払総額を限度とする。 

２ 同窓会の開催当日において、町による近況報告を受ける時間を設けて、町との

情報共有を実施した場合は、前項の補助額に２０，０００円を加算して交付する

ものとする。 

３ 同一の同窓会への補助金の交付は、年度内１回を限度とする。 

４ 同一年度内において、既に補助金の交付決定を受けた同窓会の出席者が、別の

同窓会に重複して出席する場合、当該重複者は補助金の額の算定人数から除外す

るものとする。 

（補助金の交付申請) 

第７条 補助金の交付を受けようとする同窓会の主催者(以下「申請者」とい

う。)は、同窓会の開催予定日の１４日前までに、皆野町同窓会補助金交付申請

書(様式第１号。以下「申請書」という。) に次に掲げる書類を添えて、町長に

提出しなければならない。 

(1) 出席予定者の氏名及び住所を記載した名簿 

(2) 収支予算書 

(3) 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第８条 町長は、前条の申請を受けた場合において、速やかにその内容を審査し、

補助金を交付すべきもの又は不交付とすべきものと認めたときは、皆野町同窓会

補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するもの

とする。 

（補助事業内容の変更） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申

請時の内容を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、皆野町同窓会

補助金変更（中止）承認申請書（様式第３号）に必要書類を添付して町長に提出



し、承認を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の申請を受けた場合において、その内容を審査し、変更を承認し

たときは、皆野町同窓会補助金変更承認通知書（様式第４号）により申請者に通

知するものとする。 

 （実績報告） 

第１０条 交付決定者は、同窓会を開催した日から起算して３０日を経過する日又

は当該補助事業の完了した日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、

皆野町同窓会補助金実績報告書(様式第５号。以下「実績報告書」という。)に、

次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(1) 出席者の氏名及び住所を記載した名簿 

(2) 収支決算書 

(3) 領収書及び請求明細書の写し 

(4) 出席者全員が分かる集合写真 

(5) 前４号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１１条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正である

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、皆野町同窓会補助金交付額確

定通知書（様式第６号）により、交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１２条 町長は、前条の規定による交付額の確定後、皆野町同窓会補助金請求書

（様式第７号）に基づき、補助金を交付するものとする。 

（補助金の返還） 

第１３条 町長は、交付決定者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められ

るときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(3) 同窓会を実施しない又は同窓会の要件を満たさないとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金交付決定の取消しをしたときは、皆野町同窓

会補助金交付決定額取消通知書（様式第８号）により交付決定者に通知するもの



とする。 

３ 町長は、第１項の規定により補助金交付決定の取消しをしたときは、交付した

補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

４ 町長は、前項の規定により補助金を返還させるときは、皆野町同窓会補助金返

還請求書（様式第９号）により請求するものとする。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 


